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「延
喜
式
」
に
は
、
大
膳
職
か
ら
孟
蘭
盆
供
養
物
が
東

・
西
寺
、
佐
比
寺
、
八

坂
寺
、
野
寺
、
出
雲
寺
、
聖
神
寺
の
七
寺

へ
送
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

黒
須
利
夫
氏
は
、
梵
釈
寺
に
封
戸
を
充
て
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
延
暦
十
四
年

(七
九
五
)
九
月
十
五
日
勅
に
、
「七
廟
」
が
皇
祖
の
霊
の
意
味
で
使
用
さ
れ
、
儀

制
令
7
太
陽
断
条
の

「集
解
」
に

「
釈
云
、
同
忌
日
、
謂
七
廟
忌
日
也
」
と
あ
り
、

令
釈
の
成
立
し
た
延
暦
年
間
に
お
い
て
、
国
忌
は
天
子
が
祀
る
べ
き
七
廟
の
忌
日

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
桓
武
朝
に
お
い
て
天
子
七
廟
説
が
重
視
さ

れ
て
お
り
、
京
下
七
寺
制
と
天
子
七
廟
制
の
本
来
は
別
個
の
も
の
が
結
び
付
き
、

深
く
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
唐
の
代
宗
が
、
孟
蘭
盆
会
に
お
い
て
孟
蘭
盆
供
養
物

を
備
え
、
高
祖
以
下
七
廟
の
皇
帝
の
神
座
を
設
け
て
お
り
、
天
子
七
廟
説
と
い
う

儒
教
的
な
祖
先
祭
祀
の
観
念
が
孟
蘭
盆
会
と
結
び
付
い
て
お
り
、
こ
れ
を
宝
亀
年

間
の
遣
唐
使
が
持
ち
帰
り
、
桓
武
朝

に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、

開
始
時
期
の
根
拠
は
東
寺
に
延
暦
二
十
二
年

(八
〇
三
)
に
孟
蘭
盆
供
寺
の
料
と

し
て
勅
旨
田
六
十
六
町
が
施
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
決
定
的
な
開
始
時
期
は
不
明
と
言
え
る
。
ま
た
、
黒
須
氏
が
延
暦
十
四
年

の
勅
を
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
な
ら
ば

、
ど
う
し
て
大
膳
職
か
ら
供
養
物
が
送
ら
れ

る
七
寺
に
梵
釈
寺
が
含
ま
れ
な
い
の
か
、
簡
単
に
黒
須
説
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

孟
蘭
盆
七
寺
の

一
つ
聖
神
寺

の
創
建
に

つ
い
て
は
、
「賀
茂
県
主
系
図
」

に

「禰
宜
男
床

天
長
二
年
卒
去

嵯
峨
淳
和
天
皇

二
代

聖
神
寺
建
立
本
願

弘

仁
十

一
年
造
立
也

依
神
御
託
宣
也
」
と
あ
り
、
弘
仁
十

一
年

(八
二
〇
)
の
創

建
と
す
る
。
こ
の
年
は

「弘
仁
格
式
」
の
撰
進
が
行
わ
れ
た
年
で
あ
る
。

野
寺

(常
住
寺
)
の
正
史
上
の
史
料
初
見
は
、
「日
本
後
紀
」
延
暦
十
五
年
十

一
月
辛
丑
条
で
あ
り
、
東

・
西
寺
の
造
営
開
始
は
、
延
暦
十
五
年
に
大
納
言
藤
原

伊
勢
人
が
造
東
大
寺
長
官
と
な

っ
た
こ
と

(「東
宝
記
」

一
)
、
同
十
六
年
に
笠
朝

臣
江
人
が
造
西
寺
次
官
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

(「日
本
後
紀
」
延
暦
十
六
年

夏
四
月
己
未

(四
日
)
条
)
か
ら
、
こ
の
頃
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
佐
比
寺

は
、
「日
本
後
紀
」
大
同
元
年

(八
〇
六
)
四
月
戊
申

(十
五
日
)
条

に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
八
坂

・
出
雲
寺
に
関
し
て
は
、
瓦
か
ら
平
安
遷
都
以
前
か

ら
の
存
在
は
確
実
で
あ
る
か
ら
、
聖
神
寺
の
成
立
が
最
も
遅
れ
た
と
言
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

「山
城
名
勝
志
」
の
聖
神
寺
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
元
々
は
大
門
村
に
存
在
し
、

大
門
村
の
別
名
は
聖
神
寺
で
あ

っ
た
と
い
う
。
大
門
村
は
、
北
区
大
門
町
辺
り
と

考
え
ら
れ
、
後
に
聖
神
寺
が
移
転
し
た
上
賀
茂
社
に
は
近
接
せ
ず
に
賀
茂
氏
の
勢
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力
権
の
西
南
、
勢
力
圏
で
平
安
宮
に
近
い
地
域
が
選
ば
れ
て
お
り
、
賀
茂
氏
の
意

志
に
よ
る
創
建
で
な
く
天
皇
の
意
志

に
よ
る
創
建
の
可
能
性
が
非
常
に
高

い
。
史

料
か
ら
は
、
天
皇
に
よ
る
建
立
本
願
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
天
皇
が
氏
族
を
意
識

し
、
孟
蘭
盆
七
寺
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
八
坂
寺
は
八
坂
氏
、
出

雲
寺
は
出
雲
氏
、
野
寺
は
秦
氏
、
そ
し
て
聖
神
寺
は
賀
茂
氏
と
い
う
よ
う
に
氏
族

と
の
関
係
が
想
定
で
き
る
。
東
西
寺
は
、
官
寺
と
見
て
よ
い
。
佐
比
寺
は
、
葛
野

川
の
重
要
港
と
言
え
る
佐
比
津
に
近

い
場
所
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
官

寺
の
可
能
性
と
、
佐
比
の
辺
り
が
秦

氏
の
勢
力
権

で
あ
る
こ
と
か
ら
秦
氏
と
の
結

び
付
き
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
断
定
は
難
し
い
。

京
周
辺
に
七
寺
が
分
布
す
る
が
、
京
の
北
に
三
寺
、
東
に

一
寺
、
南
に
三
寺
が

存
在
し
、
西
に
存
在
し
な

い
の
は
秦
氏
に
関
係
す
る
寺
院
と
し
て
、
野
寺
が
存
在

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

野
寺
は
、
北
野
廃
寺

(京
都
市
北
区
北
野
白
梅
町
)
か
ら
昭
和
五
十
四
年

(
一

九
七
九
)
に

「野
寺
」
と
墨
書
さ
れ
た
平
安
前
期
の
土
器
が
見

つ
か

っ
て
お
り
、

こ
こ
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
北
野
廃
寺
は
、
葛
野
郡
で
最
古
の
瓦
を
出
し
、
広

隆
寺
と

の
関
係
で
長
年
議
論
さ
れ

て
き
た
。
林
南
壽
氏

(「廣
隆
寺
史
の
研
究
」

中
央
公
論
美
術
出
版

二
〇
〇
三
年

)
は
、
「北
野
廃
寺
趾
の
あ

っ
た
蜂
岡
寺
が

平
安
遷
都
に
よ

っ
て
寺
領
地
す
べ
て
を
収
用
さ
れ
た
が
、
寺
院
に
は
代
替
地
を
与

え
な
い
と
す
る
延
暦
十
二
年

(七
九
三
)
七
月
の
勅
に
よ

っ
て
経
済
的
基
盤
を
失

い
、
勅
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
ほ
ど
な
く
、
同
じ
く
秦
氏
を
檀
越
と
す
る
秦
寺
に
寺

籍
を
移
し
て
合
併
に
至

っ
た
」
と
す

る
が
、
「蜂
岡
寺
」
は
葛
野
秦
氏
に
と

っ
て

核
と
な
る
氏
寺
で
あ
り
、
例
え
経
済
的
基
盤
を
失

っ
た
と
し
て
も
存
続
を
模
索
す

る
は
ず
で
あ
る
。
合
併
後
の
広
隆
寺
で
は
、
主
導
権
争
い
が
お
き
、
旧

「蜂
岡
寺
」

派
が
旧

「秦
寺
」
派
に
勝
利
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

「蜂
岡
寺
」
の
力
が

「秦
寺
」

に
勝

っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
北
野
廃
寺
に
隣
接
し
て
瓦
窯
を
有
し
て
お

り
、
瓦
の
供
給
と
い
う
点
で
も
文
句
の
な

い
立
地
で
も
あ

っ
た
。
「
日
本
霊
異
記
」

下
巻
三
十
五
話
の
平
安
遷
都
直
後
の
延
暦
十
五
年
の
野
寺
で
の
大
法
会
が
行
わ
れ

た
と
い
う
話
な
ど
を
総
合
判
断
す
れ
ば
、
平
安
遷
都
に
と
も
な

っ
て
天
皇

・
朝
廷

と
し
て
新
宮
に
近
い
場
所
に
国
家
的
奉
祀

・
祈
願
の
為
の
仏
事
に
便
宜
な
官
寺
が

必
要
で
あ

っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
秦
氏
の
遷
都

へ
の
協
力
、
桓
武
天
皇
と
秦
氏

の
密
接
な
関
係
の
も
と
で
、
秦
氏
の
造
都
の

一
環
と
し
て
官

へ
提
供
さ
れ
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
平
安
遷
都
当
初
に
お
い
て
、
東
寺

・
西
寺
は
ま
だ
存
在
せ
ず
、

京
に
最
も
近
い
官
寺
と
言
え
る
存
在
が

「常
住
寺

(野
寺
)」

で
あ

っ
た
。
常
住

寺
の
位
置
づ
け
は
、
梵
釈
寺
と
相
伴

っ
て
平
安
初
期
史
料
に
は
登
場
す
る
。
桓
武

天
皇
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
と
さ
れ
る
梵
釈
寺
と
同
等
の
扱

い
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
霊
異
記
」
下
巻
三
十
五
話
は
、
天
皇
が
地
方
の
人
夫
の
長
で
あ

っ
た
物

部
古
丸
の
為
に
法
華
経
を
購
読
す
る
大
法
会
を
催
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
法

会
に
お

い
て
善
珠
が
講
師
、
施
咬
が
読
師
を
務
め
て
い
る
。
善
珠
に
つ
い
て
は
、

「
日
本
紀
略
」
延
暦
十
六
年

(七
九
七
)
四
月
丙
子

(二
十

一
日
)
条
に
、
「僧
正

善
珠
卒
。
年
七
十
五
。
皇
太
子
図
像
、
置
二
秋
篠
寺

一
。
…
」
と
あ
り
、
善
珠
が

図
像
を
安
置
し
、
早
良
親
王
の
崇
り
か
ら
安
殿
親
王
を
守
る
た
め
に
修
法
を
行

っ

て
い
る
。
秦
氏
と
善
珠
と
の
接
点
は
、
「
日
本
後
紀
」
弘
仁
五
年

(八

一
四
)
十

月
乙
丑

(二
十
二
日
)
条
に
、
山
城
国
葛
野
郡
の
出
身

で
あ
り
、
俗
姓
秦
公
忌
寸
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の
興
福
寺
僧
常
楼
が
、
初
め
善
珠
の
弟
子
で
あ

っ
た
こ
と
に
見
え
る
。

一
方
、
施

暁

("
施
鮫
)
と
の
接
点
は
、
「類
聚
国
史
」

一
八
七
、
延
暦
十

一
年

(七
九
二
)

正
月
庚
午

(十
五
日
)
条
に
、
僧
施
暁
が
山
城
国
の
秦
忌
寸
刀
自
女
ら
三
十

一
人

の
得
度
を
求
め
、
秦
忌
寸
刀
自
女
ら

は
当
時
皇
太
子
で
あ
っ
た
他
戸
親
王
が
廃
さ

れ
、
山
部
王
の
即
位
の
可
能
性
が
出
た
宝
亀
三
年
か
ら
、
桓
武
の
将
来
の
安
泰
を

願

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
出
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
桓
武
の
早
良

に
対
す
る
恐
れ
に
対
し
て
、
怨
霊
慰
撫
に
力
を
注

い
だ
善
珠
と
施
暁
と
接
点
を
持

っ
て
い
た
秦
氏
も
ま
た
そ
れ
に
協
力
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

秦
氏
の
氏
寺
広
隆
寺
に
は
、
神
仏
分
離
以
前
大
泊
神
社
が
存
在
し
、
こ
の
神
の

力
は
、
塞
神
、
道
祖
神
で
あ
り
、
旅
人
の
安
全
や
外
界
か
ら
の
疫
病
神
か
ら
人
々

を
守
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

出
雲
寺
は
、
出
土
瓦
か
ら
井
上
内
親
王

・
他
戸
親
王
の
配
流
の
地
と
な
り
、
井

上
内
親
王
の
霊
を
弔
う
た
め
に
霊
安
寺
が
建
立
さ
れ
た
五
条
の
牧
代
瓦
窯
と
奈
良

時
代
前
期
か
ら
関
係
を
持

っ
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
霊
安
寺
に
大
き
な

動
き
が
あ
る
の
は
桓
武
の
末
年
、
「
日
本
後
紀
」
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
二

月
丙
午

(六
日
)
条
の
霊
安
寺
に
小
倉
を
造
り
、
稲

・
調
綿

・
庸
綿
を
怨
魂
の
た

め
に
納
め
た
と
い
う
こ
と
、
「
類
聚
三
代
格
」
弘
仁
七
年

(八

一
六
)
十
月
二
十

三
日
の
勅
に
、
伽
羅
は
あ
る
が
法
会
を
行
わ
な

い
の
で
正
税
四
千
束
を
毎
年
納
め

る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
二
つ
の
時
期
で
あ
る
。
弘

仁
七
年
勅
か
ら
は
、
怨
霊
を
恐
れ
る
嵯
峨
が
法
会
を
重
視
し
、
そ
れ
に
か
わ

っ
て

正
税
四
千
束
を
毎
年
納
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

嵯
峨
天
皇
が
、
怨
霊
を
恐
れ
た
こ
と
は
弘
仁
元
年
の
伊
予
親
王
母
子
が
幽
閉
さ

れ
没
し
た
川
原
寺
と
早
良
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
長
岡
京
の
長
岡
寺
で
御
霊
の
崇
り

に
対
す
る
諦
経
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

(
「
日
本
後
紀
」
弘
仁
元
年
七
月
辛
亥

(十
三
日
)
条
)
、
崇
道
天
皇

・
伊
予
親
王
母
子
の
御
霊
を
慰
め
る
た
め
に
百
三
十

人
が
度
さ
れ

(七
月
乙
丑

(二
十
七
日
)
条
)
、
川
原
寺
で
崇
道
天
皇
の
た
め
に

法
華
経
が
写
さ
れ
て
い
る
こ
と

(七
月
丁
卯

(二
十
九
日
)
条
)、
再
度
早
良
親

王
の

「続
日
本
紀
」
記
事
を
削
除
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
嵯

峨
が
彼
の
誕
生
の
前
年
に
死
去
し
た
早
良
親
王
を
恐
れ
て
い
る
の
は
、
桓
武
天
皇

の
皇
統
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
崇
道
天
皇

(早
良
親
王
)
の
怨
霊
を
受
け
継
が
れ

る
と

い
う
認
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

伊
予
親
王
の
謀
反
事
件
で
連
座
し
秋
篠
安
人
は
造
西
寺
長
官

へ
と
左
遷
を
さ
れ

る
。
「
公
卿
補
佐
」
に
よ
れ
ば
、
十

一
月
十
四
日
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
て

い
る
が
、
伊
予
親
王
母
子
が
毒
薬
を
飲
み
死
ん
だ
の
は
十

一
月
十
二
日

(「日
本

後
紀
」
大
同
二
年

(八
〇
七
)
十

一
月
乙
未

(十
二
日
)
条
)
と
な

っ
て
い
る
か

ら
、
秋
篠
安
人
の
任
官
の
時
点
で
天
皇
が
伊
予
親
王
母
子
の
死
を
知

っ
て
い
た
可

能
性
は
高
く
、
伊
予
親
王
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
西
寺
長
官
に
左
遷
し
た
と
い
う

可
能
性
も
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「類
聚
符
宣
抄
」
に
よ
れ
ば
、
天
徳
二
年

(九
五
八
)
五
月
十
七
日
、
疫
病
の

流
行
に
よ
り
伝
王
経
が
転
読
さ
れ
た
十
四
寺
に
、
西
寺
御
霊
堂

・
上
出
霊
寺
御
霊

堂
が
見
え
て
お
り
、
西
寺
と
上
出
雲
寺
の
御
霊
堂
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「賀
茂
県
主
系
図
」
が
言
う
聖
神
寺
の
弘
仁
十

一
年

造
立
説
を
否
定
し
、
孟
蘭
盆
会
の
七
寺

へ
の
供
養
物
送
付
を
桓
武
朝
に
開
始
し
た
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と
い
う
考
え
は
、
聖
神
寺
の
弘
仁
十

一
年
造
立
説
が
否
定
で
き
な
い
以
上
、
正
し

い
説
と
は
言
え
な
い
。
供
養
物
送
付

の
意
味
と
し
て
、
祖
先
供
養
の
他
に
、
佐
比

寺
僧
で
あ
る
恵
寺
が
疫
神
祭
を
修
め
災
疫
を
防
が
ん
と
し
た

「
日
本
三
代
実
録
」

貞
観
七
年

(八
六
五
)
五
月
癸
巳

(十
三
日
)
条
や
桓
武

・
嵯
峨
天
皇
の
怨
霊
に

対
す
る
恐
れ
を
考
え
る
と
、
怨
霊
を
供
養
し
、
怨
霊
の
災
い
が
京
に
入
る
こ
と
を

防
ぐ
意
も
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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